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ビーチパラソルの SG 基準（公開用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人 製品安全協会 

 



ビーチパラソルの SG 基準 

 

１ 基準の目的 

  この基準は、ビーチパラソルの安全性品質及び消費者が誤った使用をしないための必要事項を定め、人身事     

 故の発生の防止を図ることを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

  この基準は、ビーチパラソル（ガーデンパラソルを含む。）であって、中棒の先端部を地中に埋めて使用し得る 

 ものについて適用する。 

 

３ 安全性品質 

  ビーチパラソルの安全性品質は、次のとおりとする。    

 

項   目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

１．外観，形状及び

構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．標    準 

 

 

 

３.附  属  品 

 

 

 

 

 

 

１．ビーチパラソルの外観，形状            

及び構造は，次のとおりとする。 

（１）手，指などを傷つけるおそれ  

 のあるとがり，ばり及びまくれが  

 ないこと。 

（２）キャップの形状は，先鋭でな  

 く，ほぼ台形又は，半球状であっ      

 て，確実に取り付けてあること。 

 

（３）骨の先端の形状は，ほぼ半球   

 状又は平面状であって，確実に生  

 地に取り付けてあること。 

 

（４）中棒の先端部の形状は，先鋭   

 でなく，先端は半径〇ミリメート         

 ル以上の球状であること。 

（５）中棒の継ぎ手は，確実に接続      

 できる構造であること。 

 

２．中棒には，中棒の全長の〇分の

〇以上の位置に，地中に埋める深さ

の標識がしてあること。 

 

３．本体に取り付けて使用する附  

属品の形状は，先鋭でなく，確実に

取付けできる構造であること。 

 

 

 



４ 表示及び取扱説明書 

 ビーチパラソルの表示及び取扱説明書は、次のとおりにする。 

 

項   目 認 定 基 準 基 準 確 認 方 法 

１．表    示 

 

 

 

 

 

 

２．取扱説明書 

 

 

 

１．製品には，容易に消えない方      

法で，次の事項を表示すること。 

（１）  申請者（製造業者，輸入業

者等）の名称又はその略号 

（２） 製造年月若しくは輸入年月

又はその略号 

 

２．製品には，家庭用品品質表示    

法による次に示す主旨の取扱い 

上の注意事項を明示した取扱説

明 書 を ， 容 易 に 取 れ な い 方 法    

で取り付けること。 

（１）特に風向きに注意し，強風の

ときは使用しないこと。また，ビー

チパラソルから離れるときは，かさ

を閉じること。 

（２）中棒は，必ずその指示標識以

上地中に埋めること。 

（３）キャップ及び親骨の先端が破

損したときは補修して使用するこ

と。 

 

 

 

 


